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ふくいみまもり SNS 運用ポリシーの新旧対照表 

 

改定後 現行 

（利用の対象者） 

第８条 

１）福井県内の地域包括ケアに関係する施設・組織（※）に属する

者。 

２）１）福井県内のシステム利用者（以下、利用者と略）は地域包

括ケアを行う上で関わりがある福井県外の地域包括ケアに関係する

施設・組織に属する者。 

３）患者・家族ならびに患者・家族が推薦する者。 

（※）組織とは、福井県医師会、福井県歯科医師会、福井県薬剤師

会、福井県訪問看護ステーション連絡協議会、福井県介護支援専門

員協会等の組織とする。 

（利用の対象者） 

第８条 

１）福井県内の地域包括ケアに関係する施設・組織（※）に属する

者。 

２）１）福井県内の利用者が地域包括ケアを行う上で関わりがある

福井県外の地域包括ケアに関係する施設・組織に属する者。 

３）患者・家族ならびに患者・家族が推薦する者。 

（※）組織とは、福井県医師会、福井県歯科医師会、福井県薬剤師会、

福井県訪問看護ステーション連絡協議会、福井県介護支援専門員協会

等の組織とする。 

（利用申込・利用解除申込） 

第12 条  

１）～４）は略 

 

 

 

 

 

 

（利用申込・利用解除申込） 

第12条  

１）新たにＳＮＳを利用する施設又は組織は、ＳＮＳ事務局に対し

て「利用申込書（事業所用）」及び｢施設又は組織誓約書｣を提出

し、利用施設及び施設内管理者の登録を行う。 

（利用申込書（事業所用）・・・別紙様式1、施設又は組織誓約

書・・・別紙様式２） 

２）既に利用施設として登録済みの施設又は組織が、従事者の追加

登録や削除を行う場合は、施設又は組織の管理者が行う。 
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改定後 現行 

 

 

 

 

 

５）既存のチームへの新たな参加を希望する施設又は組織は、SNS

事務局に対して「チーム登録申請書」の提出を行う。（チームへの

参加申請書（事業所用）・・・別紙様式８） 

 

３）利用者は、ＳＮＳの操作マニュアル等をしっかり熟読し、本ポ

リシーを理解し、遵守し利用すること。 

４）ＳＮＳを利用を解除を希望する施設又は組織は、ＳＮＳ事務局

に対して「利用解除申込書（事業所用）」の提出を行う。（利用解

除申込書・・・別紙様式６） 

５）既存のチームへの新たな参加を希望する施設又は組織は、SNS

事務局に対して「チーム登録申請書」の提出を行う。（チーム登録

申請書（事業所用）・・・別紙様式８） 

 

（ＳＮＳ施設内管理者の責務） 

第14条 

１） 略 

 

２）以下の業務を行う。 

・ＳＮＳの様式の内容に基づき管理台帳を作成し、利用者を管理す

る 

・ＳＮＳへの利用者登録ならびに削除。※利用者の削除処理につい

ては事業所を退職された日を以って実施する。 

・ＳＮＳの患者情報、個人情報等のセキュリティ管理全般 

・ＳＮＳで利用するIT 機器管理 

・ＳＮＳの利用者ID管理およびVPNのIDの管理 

・個々の利用端末への証明書発行ならびにVPNの発行 

（ＳＮＳ施設内管理者の責務） 

第14条 

１）ＳＮＳ施設内管理者は、従事者が、本運用ポリシー、法令、ガ

イドライン等に従い、適正に使用するように管理運用を行う。 

２）以下の業務を行う。 

・ＳＮＳの様式の内容に基づき管理台帳を作成し、利用者を管理す

る 

・ＳＮＳへの利用者登録ならびに削除。※利用者の削除処理につい

ては事業所を退職された日を以って実施する。 

・ＳＮＳの患者情報、個人情報等のセキュリティ管理全般 

・ＳＮＳで利用するIT 機器管理 

・ＳＮＳの利用者ID管理およびVPNのIDの管理 

・個々の利用端末への証明書発行ならびにVPNの発行 
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改定後 現行 

・ＳＮＳに関わるトラブル等への事務局への連絡 

・施設内管理者の変更がある場合は、別紙様式３に基づき事務局へ

の連絡を行う  （変更申請書（事業所用）・・・別紙様式３） 

・申請時に登録された「管理画面ログイン用メールアドレス」につ

いて変更はしないこと。 

＜追加＞ 

・介護施設の場合は、施設内管理者の権限として、チームの作成を

行うことができる。なお、部会にて了承を得た個別の施設において

も同様の対応とする。 

・ＳＮＳに関わるトラブル等への事務局への連絡 

・施設内管理者の変更がある場合は、別紙様式３に基づき事務局へ

の連絡を行う  （変更申請書（事業所用）・・・別紙様式３） 

・申請時に登録された「管理画面ログイン用メールアドレス」につ

いて変更はしないこと。 

 

(SNSの管理：在宅患者メモ) 

第16条 

１）～６） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SNSの管理：在宅患者メモ) 

第16条 

１）SNSでは、一人一人の患者に関して、地域包括ケアを行う上で

必要な患者個人情報を含む多職種間のコミュニケーションを行う。 

２）SNSの管理（設置、参加する多職種の登録・削除など）は、か

かりつけ医又はかかりつけ医の指示を受けた多職種が行う。 

３）SNSに、全ての患者を登録する必要はない。SNSにて情報連携

を行いたい患者のみとする。 

４）当該患者の地域包括ケアに関係しており、信頼関係の確立して

いる多職種のみを参加させる。 

５）SNSには、患者・家族が希望すれば参加ができる。 

６）ファイル共有（写真、動画、音声データ）の登録し、連携を行

うこともできる。 
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改定後 現行 

７）患者・家族から、SNSへの同意撤回の希望があった場合は、か

かりつけ医等より別紙様式７を用いて事務局に依頼を行う。（同意

撤回書・・・別紙様式７）。 

＜追加＞ 

また、チーム内の解除のみとし、記事内容は削除しないものとす

る。なお、介護施設にて作成したチームの場合には、介護施設宛に

同意撤回依頼を提出し、自施設内のチームから解除処理を行うこと

ができる。 

８）～９） 略 

 

７）患者・家族から、SNSの内容の完全削除の希望があった場合

は、かかりつけ医等より別紙様式７を用いて事務局に削除の依頼を

行う。（同意撤回書・・・別紙様式７） 

 

 

 

 

８）SNSの具体的な使い方に関しては、施設内管理者を中心に、参

加者の間で、事前に、取り決めをしておくことが望ましい。 

９）患者・家族から、SNSの記事の一部の削除または編集の依頼が

利用者にあった場合は、SNS施設内管理者に相談の上、記事の一部

削除または編集を行う。 

(SNSの管理：テーマ機能) 

第18 条 

１）テーマごとにグループを作成し、地域の多職種間の情報交換・

交流を行う。 

２）テーマ機能では、患者の個人情報は扱わない。 

３）テーマ機能の管理（設置、参加者の登録・削除など）は、職種

の制限なく、自由に行うことができる。 

４）テーマ機能の管理者は、そのグループの趣旨・使い方などを、

参加者に伝える。 

５）テーマ機能の管理者は、グループを、運用ポリシー、法令、公

(SNSの管理：テーマ機能) 

第18 条 

１）テーマごとにグループを作成し、地域の多職種間の情報交換・

交流を行う。 

２）テーマ機能では、患者の個人情報は扱わない。 

３）テーマ機能の管理（設置、参加者の登録・削除など）は、職種

の制限なく、自由に行うことができる。 

４）テーマ機能の管理者は、そのグループの趣旨・使い方などを、

参加者に伝える。 

５）テーマ機能の管理者は、グループを、運用ポリシー、法令、公
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改定後 現行 

序良俗に反しないように、適正に管理する。 

＜追加＞ 

６）テーマの作成・削除は事務局において行うものとする。 

７）テーマ機能のテーマの作成を依頼する場合は、事務局宛に様式

９を用いて申請をする。 

８）テーマ機能のグループを解除する場合には、事務局宛に様式１

０を用いて申請をする。 

９）事務局はテーマ機能の解除申請に基づきグループは解除する。 

序良俗に反しないように、適正に管理する。 

 

(患者の同意取得) 

第20条 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追加＞ 

また、介護施設にてチームを作成する場合は、同意書を取得後、自

(患者の同意取得) 

第20条 SNSにおいて、患者の個人情報をやりとりする場合は、主治

医又は主治医の指示を受けた他職種が、患者もしくはその家族へ説

明書を用いて説明し、「同意書」を取得し、保管するとともに、そ

のコピーを、患者もしくはその家族に渡す。（患者説明書・同意

書・・・別紙様式５） 

なお、第19条の２）の場合は、患者・家族を含めた情報交換を行う

場合は、メールアドレスの情報は必須となる。 

 例外として、主治医以外の他職種（訪問看護師、ケアマネージャー）

が、患者もしくはその家族から「同意書」を取得した上で、患者の個

人情報を他の職種とやりとりすることも可能とする。なお、早い段階

で主治医もチームに参加できるように目指すこと。 
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改定後 現行 

施設にて患者登録を行うことができる。なお、チームを作成する場

合は、事業所の紐づけ作業は慎重に行うこととする。なお、部会に

て了承を得た個別の施設においても同様の対応とする。 

 

（新）（ふくいメディカルネットとの連携） 

第27条 ふくいみまもりSNSでの記事内容をふくいメディカルネ

ット上にSNSメモとして連携させることができる。なお、その連携

方法は以下のとおりとする。 

１）第20条に基づき、別紙様式５を用いて患者の同意を得、必要

に応じてかかりつけ医より後方支援病院（情報開示医療機関）の連

携室へFAXにて依頼をすることでSNS連携処理を実施することがで

きる。連携作業を実施する場合は、患者氏名、生年月日、性別等を

確認のうえ作業を実施すること。 

２）SNS連携は、後方支援病院（情報開示医療機関）の連携室の職

員とする。 

３）後方支援病院（情報開示医療機関）は、SNSのチームに属さな

い場合でも連携後は、参照権限が付与された職種に限り情報を得る

ことができる。 

４）情報を参照した場合は、患者のプライバシーを配慮すること。 

５）SNS連携解除を行う場合は、連携室においてその処理を行うが

できる。 
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改定後 現行 

(その他) 

第28条 その他、この規程の実施に関し必要な事項がある場合は、

施設又は組織がこれを別に定めることができる。 

(その他) 

第27条 その他、この規程の実施に関し必要な事項がある場合は、施

設又は組織がこれを別に定めることができる。 

附則 

第 1 条～第 3 条 （略） 

 

 

第４条 この規程は令和８年４月２１日にて一部改定する。 

附則 

第 1 条 この規程は令和６年４月１日から施行する。 

第２条 この規程は令和７年 2 月 6 日にて一部改定する。 

第３条 この規程は令和７年７月２２日にて一部改定する。 
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改定後 現行 

別 表 

 

＜規程等一式＞ 

「ふくいみまもり SNS」 運用ポリシー 

「ふくいみまもり SNS」 利用上の留意事項 

「ふくいみまもり SNS」 利用申込書（様式１） 

「ふくいみまもり SNS」 利用に係る施設又は組織誓約書 

（様式２） 

「ふくいみまもり SNS」 変更申請書（様式３） 

「ふくいみまもり SNS」 業務情報保持に関する誓約書（様式４） 

「ふくいみまもり SNS」における個人情報使用説明書・同意書 

（様式５） 

「ふくいみまもり SNS」 利用解除申込書（様式６） 

「ふくいみまもり SNS」 同意撤回書（様式７） 

「ふくいみまもり SNS」 チームへの参加申請書（事業所用） 

（様式８） 

新規「ふくいみまもり SNS」 テーマ登録申請書（様式９） 

新規「ふくいみまもり SNS」 テーマ解除申請書（様式１０） 

「ふくいみまもり SNS」 管理台帳 
 

別 表 

 

＜規程等一式＞ 

「ふくいみまもり SNS」 運用ポリシー 

「ふくいみまもり SNS」 利用上の留意事項 

「ふくいみまもり SNS」 利用申込書（様式１） 

「ふくいみまもり SNS」 利用に係る施設又は組織誓約書 

（様式２） 

「ふくいみまもり SNS」 変更申請書（様式３） 

「ふくいみまもり SNS」 業務情報保持に関する誓約書（様式４） 

「ふくいみまもり SNS」における個人情報使用説明書・同意書 

（様式５） 

「ふくいみまもり SNS」 利用解除申込書（様式６） 

「ふくいみまもり SNS」 同意撤回書（様式７） 

「ふくいみまもり SNS」 チーム登録申請書（様式８） 

「ふくいみまもり SNS」 管理台帳 
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【様式５の変更】 

改定後 現行 
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11 
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【様式８の変更】 

改定後 現行 
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【様式９の変更】 

改定後 現行 

＜新規＞ 
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【様式１０の変更】 

改定後 現行 

＜新規＞ 

 
 

新規 
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【ふくいみまもりSNS利用上の留意事項】 

改定後 現行 

ふくいみまもりSNS（以下「SNS」と略）管理台帳の内容 

１）～３） （略） 

 

 

 

 

 

 

４）SNS利用者（システム利用者）のリスト 

・氏名・所属・職種 

・SNSのID（登録メールアドレス） 

・性別 

・利用開始日、登録削除日 

・個人端末の利用の有無 

・利用端末（複数の場合全て） 

①種類（PC、タブレット、スマホ） 

  ②利用回線の種類 

  ③起動時のパスコードの設定の有無 

  ④ウイルス対策ソフトの導入の有無 

ふくいみまもりSNS（以下「SNS」と略）管理台帳の内容 

各施設又は組織において、完全非公開型・医療介護専用SNSの利用

に関して、下記の内容の台帳を作成し、管理する。（・・・SNS管

理台帳を活用する） 

１）「SNS」の施設内管理者を置く。 

２）SNSの施設内管理者は、SNSに登録した者（実際に、スタッフ

の登録・削除・変更などの作業を行う者） 

３）SNSの管理権限を付与した者（１施設１名） 

４）SNS利用者のリスト 

・氏名・所属・職種 

・SNSのID（登録メールアドレス） 

・性別 

・利用開始日、登録削除日 

・個人端末の利用の有無 

・利用端末（複数の場合全て） 

①種類（PC、タブレット、スマホ） 

  ②利用回線の種類 

  ③起動時のパスコードの設定の有無 
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改定後 現行 

・SNS運用ポリシー・SNSの操作マニュアルを読んだか 

・スタッフ誓約書の取得年月日 

 

５）略 

 

＜追加＞ 

６）患者の登録ならびにチーム作成・管理（介護施設ならびに部会

にて了承を得た施設のみ） 

 

④ウイルス対策ソフトの導入の有無 

・SNS運用ポリシー・SNSの操作マニュアルを読んだか 

・スタッフ誓約書の取得年月日 

５）施設の利用規程 

 


